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【手続補正書】
【提出日】令和2年11月20日(2020.11.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技を行うことが可能な遊技機であって、
　遊技機に設けられた遊技部品を電気的に接続するための束配線を備え、
　前記束配線は、
　　複数の配線と、
　　前記複数の配線の一方の端に接続される第１接続部と、
　　前記複数の配線のうち一部の配線の他方の端に接続される第２接続部と、
　　前記複数の配線のうち前記第２接続部に接続されない配線の他方の端に接続される第
３接続部と、
　を備え、
　前記複数の配線のうち前記第２接続部に接続される配線の数と前記第３接続部に接続さ
れる配線の数は同じであり、
　前記第２接続部の形状と前記第３接続部の形状は同一形状であり、
　前記第２接続部および前記第３接続部はいずれも配線が接続される複数の端子について
接続される配線に対応して番号が付されており、
　前記第２接続部のｎ番の端子に接続される配線は黒色以外の特定色であり、
　前記第２接続部のｎ番の端子以外の端子に接続される配線は黒色であり、
　前記第３接続部のｎ番の端子に接続される配線は前記特定色と異なる黒色以外の特別色
であり、
　前記第３接続部のｎ番の端子以外の端子に接続される配線は黒色である、遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　（１）　遊技が可能な遊技機（例えば、スロットマシン、パチンコ遊技機）であって、
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　遊技機に設けられた遊技部品を電気的に接続するための束配線（例えば、配線ケーブル
１）を備え、
　前記束配線は、
　　複数の配線（例えば、配線６００）と、
　　前記複数の配線の一方の端に接続される第１接続部（例えば、第１接続部１００）と
、
　　前記複数の配線のうち一部の配線の他方の端に接続される第２接続部（例えば、第２
接続部２００）と、
　前記複数の配線のうち前記第２接続部に接続されない配線の他方の端に接続される第３
接続部（例えば、第３接続部３００）と、
　を備え、
　前記複数の配線のうち前記第２接続部に接続される配線の数と前記第３接続部に接続さ
れる配線の数は同じであり、
　前記第２接続部の形状と前記第３接続部の形状は同一形状であり、
　前記第２接続部および前記第３接続部はいずれも配線が接続される複数の端子について
接続される配線に対応して番号が付されており、
　前記第２接続部のｎ番の端子に接続される配線は黒色以外の特定色であり、
　前記第２接続部のｎ番の端子以外の端子に接続される配線は黒色であり、
　前記第３接続部のｎ番の端子に接続される配線は前記特定色と異なる黒色以外の特別色
であり、
　前記第３接続部のｎ番の端子以外の端子に接続される配線は黒色である。
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